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III　IPPC（1997）の概要，IPPC加盟国数の増大及
　　び関連制度との関係強化

 1 IPPCの概要
ここで，現在の IPPC（1997）の主な条項を簡単に紹

介する 1。
IPPCの目的は，植物及び植物生産物に対する病害虫

のまん延及び侵入を防止し，病害虫の防除のための適切
な措置を促進するための共同かつ有効な措置を確保する
ことである（第 1条）。IPPCは締約国における公的な植
物防疫機関の主要な責務について定めている。具体的に
は，それらには植物検疫証明書の発給，病害虫の発生状
況の報告等のための栽培，貯蔵，輸送中の植物等の監視，
輸入植物等の検査・消毒等，病害虫無発生地域の指定，
病害虫リスクアナリシスの実施等が含まれる（第 4条）。
植物検疫証明書の発給にあたっては，輸出される植物，
植物生産物等と証明の内容（当該植物等に特定の病害虫
が付着していないこと等）が合致している必要がある。
このため，IPPCでは植物検疫証明書の発給のための検
査を公的植物防疫機関またはその権限の下においてのみ
行うことや植物検疫証明書については，IPPCの附属書
のフォーマットの文言のとおりとすること等を定め，締
約国に対し信頼性の確保を求めている（第 5条）。

IPPCは，締約国は同国が規制していない病害虫に対
しては植物検疫措置を要求してはならないとする（第 6

条）。また，締約国に規制の主権的権限があるとし，植
物検疫措置（検査，輸入禁止，処理等）をとることがで
きると明示した上で，当該措置は植物検疫上の考慮によ
り必要とされ，かつ，技術的に正当なものでない限りと
ってはならないとしている（第 7条）。国際協力の観点
からは，締約国は情報共有のためのコンタクトポイント
を指定する必要があり，また，RPPOsの設置のための
相互協力を行うものとされる（第 8，9条）。

1997年の IPPCの改正によって，国際基準に関する条

文（第 10条）が追加された。また，国際基準の策定と
採択のために必要な制度上の措置と手続きを制定し，国
際基準を採択する CPM及び同委員会の事務局長の役割
に関する条文が追加された（第 11条及び第 12条）。
IPPCの紛争処理手続きについては，1951年 IPPCの策
定時点から存在したものの，1997年の改定により，専
門家委員会の設置の前に協議プロセスを設ける等，より
精緻なものとなった（第 13条）。

 2 IPPCの制度面の整備と加盟国数の増大
国際的貿易制度として 1995年にWTOが設立されて

以降，各国の IPPCへの関心が高まった。このことは，
IPPCへの加盟国（締約国）数の増加に如実に表れてい
る（図―1）。IPPCには 1952年の発効からWTOが設立
される前年の 1994年までの 43年間に 101か国が加盟し
たのに対し，1995～ 2015年（5月）までの約20年間で，
81か国・地域が加盟した。割合でみると，現在の加盟
国の約 45％がWTO設立後に IPPCに加盟している。こ
の 81か国中実に 74か国が途上国（非 OECD諸国）で
ある。また，IPPCの改正から発効までのスピードを見
ても，WTO設立以降，IPPCへの関心が高まったこと
は明らかである。すなわち，1979年の改正 IPPCは発効
までに 12年を要した（発効は 1991年）が，これと比較
すればWTO・SPS協定の設立を踏まえた 1997年の改
正 IPPCの発効は 2005年と，相当短い期間で発効に至
っている 2。WTO設立後の IPPCへの急速な加盟国数の
増加の理由は，SPS委員会への出席により IPPCがより
知られる存在となったこと，IPPCへの加盟による技術
支援への期待が途上国において高まったこと等，複数の
理由が考えられる 3。

 3 IPPCと関連制度との関係強化
IPPCは，WTO―SPS協定以外では，特に生物多様性

条約（the Convention on Biological Diversity : CBD）お
よびバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書（the 

Cartagena Protocol on Biosafety : CP）との関係が深い
（図―2）。CBDは 1992年に生物多様性の保全を目的に採
択されており，締約国に対し生物多様性の保全と持続可
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能な利用のための国家戦略や計画，プログラムを策定す
るよう求めている。また，CBDは締約国に対し，生態系，
生息地および種を脅かす外来種の侵入防止，制御あるい
は根絶を行うことを求めており，これと IPPCの原則の
多くや植物検疫措置の枠組みが重なりうる。双方のマン
デートの実施強化の観点から IPPCと CBDの事務局同
士の間でさらなる協調および協力分野の決定のための作
業グループの設置や協議が進んでいる。

CBD総会ではバイオセーフティに関するカルタヘナ
議定書が CBDの補足協定として 2000年に採択され，
2003年に発効している。この議定書は，バイオテクノ
ロジーに起因する遺伝子組換え生物（living modified 

organisms  :  LMOs）に関連するリスク管理手法の確立
を目的としている。カルタヘナ議定書についても，
IPPCの枠組みと重なりうるものの，「環境リスク及び改
変された生物の解析を含む検疫有害動植物に関する有害
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動植物リスクアナリシス（ISPM No.11）」に述べられて
いるとおり，LMOsの輸入及び放飼に関しては IPPCの
範囲を超えたリスク（すなわち，人間，動物および環境
リスク）の評価が必要な場合もあると考えられている。

お　わ　り　に

これまで見てきた通り，国際的な植物検疫制度は 19

世紀後半に創設された後，植物病理学者，昆虫学者等の
科学者によるイニシアティブにより徐々に発展した。し
かしながら，植物検疫は行政的な措置を伴うため，国際
的制度の策定には，各国政府の積極的な関与が欠かせな
いものであった。行政部門と研究部門の協働（co-produc-

tion）が実現したのが，万国植物病虫害条約の作成に向
けた，1914年の国際植物病理学会であった。このように，
各国において行政部門と研究部門が協力して国際的な植
物検疫の枠組み作りやその進展に対応していくという体
制の原型はこのころに遡ると言えよう。

20世紀半ばになり，IPPCの設立に至った。しかしな
がら，IPPCが途上国も含め世界的な注目を集めるよう
になったのは，SPS協定が策定され，同協定内に IPPC

が植物検疫の国際基準設定機関として位置付けられるこ
ととなった 1995年以降と言えよう。これにより，世界
全体をカバーする植物検疫についての国際的枠組みは，
それぞれの目的は異なるとはいえ，IPPCとWTO・SPS

協定の二つの並存状況となり，相互作用を有する「レジ
ーム・コンプレックス（regime complex）4」を形成す
ることとなった。
これらの枠組みは時代の要請を受けたものであるもの
の，枠組み作りの作業は各国が参加して行ってきている
ものであることに改めて留意したい。

2014年春，「The Handbook of Plant Biosecurity」とい
う植物検疫に関する国際的枠組み，侵入病害虫への対処
の考え方および実践，病害虫リスクアナリシス，サーベ
イランス，同定，気候変動との関係等，非常に多岐に渡
る内容を含む書籍が出版された。編者は米国及び豪州の
植物防疫担当であるが，これらの国のほか，中国，ニュ
ージーランド，英国，南ア，カナダ等の執筆者が含まれ
る。このような非公式なネットワークによって紹介され
る枠組みが将来のデファクト・スタンダードになってい
くことは，植物検疫に限らず様々な場面で生じてきてい
る。我が国においてもこのようなネットワークへ参画し
うる環境整備や注意深い情報収集は今後とも不可欠であ
ろう。
なお，最後になったが，本稿の見解は，筆者個人のも

のであり，必ずしも筆者が属している組織の公式見解で

はないことを付け加えさせていただく。
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訂正
第 69巻第 6号 402頁連載（I）の表―1中，「1879年　フィロキ

セラ条約の創設」とあったのは，「1878年」でした。お詫びして
訂正いたします。
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